
書類の流れ：各隊（隊長）→団会議（組織拡充委員→団委員長→団会計） 申請年月日

隊長氏名

　岡崎第８団への新規加入/追加登録申請及び、他団からの転団者について下記のように
　連絡します。
　隊リーダー等、日本連盟に登録する大人の場合も該当欄に記入してあります。

姓 名 姓 名

氏　名 か　な

生年月日 性　別

年      大人→ 職業

郵便番号 ｱﾊﾟｰﾄ､ﾏﾝｼｮﾝの場合は、部屋番号まで記入下さい

ｶﾌﾞｽｶｳﾄとかﾋﾞｰﾊﾞｰｽｶｳﾄなどと記入下さい

電話番号 主役務・級

加盟員番号 　←他団からの転団者や、過去にスカウトとしての

　　登録をした人の場合に記入下さい

入団月日  月  日　←入団（入隊）する日から登録（変更）とします

　上記の追加登録、異動申請に際し、下記の金額を添えて提出します。

登録月 4～8月 9～3月

日連  ☆ ¥2,200 ¥1,100 既に今年度登録済の人は不要です 0 ①

県連 ¥1,500 ¥750 愛知県内の他団から転団の場合は不要です 0 ②

地区 ¥800 ¥400 三河葵地区の団から転団の場合は不要です 0 ③

ｽｶｳﾃｨﾝｸﾞ誌

保険料 ¥800 ¥600 0 ④

¥7,000
ケ月＝ 0 ⑤

人

ﾋﾞｰﾊﾞｰ隊 ケ月＝ 0 ⑥

カブ　隊 ケ月＝ 0 ⑥

ボーイ隊 ケ月＝ 0 ⑥

ﾍﾞﾝﾁｬｰ隊 ケ月＝ 0 ⑥

ﾛｰﾊﾞｰ隊

☆指導者の場合、日連登録料は年間\3,000ですが、

   うち\800 を団で負担します

◎デンリーダー、BVS補助者は保険料のみ負担下さい

　　
＜入金から隊活動費支給について＞ 隊活動費

　お金の流れ：各隊→団　→団会計→各隊 ﾋﾞｰﾊﾞｰ隊 0 （＊）

　（出納票はお金を添えて、キリトリ線で カブ隊 0
　　切り取って隊に渡す） ボーイ隊 0
　＜必要な場合は団でもコピーを保管する＞ ﾍﾞﾝﾁｬｰ隊 0

注(*)ビーバー人数が5名以下の時は月額\750

学校、幼稚園・保育園名

0564 -

団･隊活動費

岡崎８団育成会費

 
 

 

　　＊指導者全員に団から無料配布

①+②+③+④+⑤+⑥

合計金額 ¥0

　男　・　女

（団負担：\1,200）

旧所属団

住　所

　　＊9月以降の半期登録は25%割引き

年間 \12,000（月額は\1,000）

入団時期別登録費

１家庭当り （他の家族で支払い済の場合は備考欄に 明記下さい）

年間　\9,000（月額は\750）

444　- 

※　１ヶ月あたり￥700、10ヶ月以上は\7,000とする

¥0

 

年間 \12,000（月額は\1,000）

年間　\9,000（月額は\750）

新入隊後のビーバー人数

9月以降に登録する場合は、半額になります 

備考 

（9月～8月） 

団会計サイン（支給日、氏名） 

に入力下さい 

ボーイスカウト 登 録 申 請 書 

キリトリ線 

出納票 隊 受領者サイン（受領日、氏名） 

手入力禁止 
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発行年月日

金 円也

　但し、登録費、保険料、育成会費、活動費として領収致しました

日本ボーイスカウト岡崎第８団

団委員長：大石博幸

　（岡崎8団印　および団委員長印）

＜詳細内訳＞

登録費 4～8月 9～3月

日連  ☆ ¥2,200 ¥1,100 既に今年度登録済の人は不要です 0 ①

県連 ¥1,500 ¥750 愛知県内の他団から転団の場合は不要です 0 ②

地区 ¥800 ¥400 三河葵地区の団から転団の場合は不要です 0 ③

ｽｶｳﾃｨﾝｸﾞ誌

保険料 ¥800 ¥600 0 ④

¥7,000
0 ケ月＝ 0 ⑤

0 人

ﾋﾞｰﾊﾞｰ隊 0 ケ月＝ 0 ⑥

カブ　隊 0 ケ月＝ 0 ⑥

ボーイ隊 0 ケ月＝ 0 ⑥

ﾍﾞﾝﾁｬｰ隊 0 ケ月＝ 0 ⑥

ﾛｰﾊﾞｰ隊

☆指導者の場合、日連登録料は年間\3,000ですが、

   うち\800 を団で負担します

◎デンリーダー、BVS補助者は保険料のみ負担下さい

（日付） （署名） （日付） （署名）

（団負担：\1,200）

新入隊後のビーバー人数

　　＊指導者全員に団から無料配布

¥0

　　＊9月以降の半期登録は25%割引き

合計金額

岡崎８団育成会費 １家庭当り（他の家族で支払い済の場合は備考欄に明記下さい）

団･隊活動費

（この欄は、電子サインでも可）

年間　\9,000（月額は\750）

年間 \12,000（月額は\1,000）

年間 \12,000（月額は\1,000）

年間　\9,000（月額は\750）

¥0

①+②+③+④+⑤+⑥

組織拡充委員 ＜審査＞団委員長

様

※　１ヶ月あたり￥700、10ヶ月以上は\7,000とする

¥0

領 収 証 

9月以降に登録する場合は、半額になります 

（9月～8月） （9月～8月） 
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